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 埼玉県営水上公園における水着撮影会の在り方検討会は、公益財団法人埼玉県公園緑地
協会理事長からの依頼を受けて検討を重ねた結果、新たな許可基準等について以下のとお
り提言する。 
 
 
 

埼玉県営水上公園における水着撮影会の在り方検討会 

座  長     学識経験者（大学教授） 

座長代理     行政経験者（埼玉県職員 OB） 

委  員     経営者（経済団体役員） 

委  員     法律家（弁護士） 

委  員     事業関係者（広告代理店社員） 
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１ 背景と経緯 

 
（１）背景 
  公益財団法人埼玉県公園緑地協会（以下「協会」という。）から受けている説明では、
概ね以下のとおりである。 

 
  協会では、水着撮影会について、これまでプールと水着の親和性がよく、夏季プール期
間以外の公園の利活用という使命を果たせること等の観点から、埼玉県から指定管理を
受けている３つの県営水上公園において、平成 30年度以降、120 回程度利用を許可して
きた。 

 
  令和 5 年４月以降、しらこばと水上公園において一部事業者の許可条件違反が発覚し
た。これを受け協会は、3 つの水上公園で令和 5 年 6 月 10 日から同月 25 日までに水着
撮影会を予定していた 6団体に対して、同年 6 月 8 日に水着撮影会の開催中止の要請を
行い、併せて、今後、水着撮影会は一切許可しないことを判断した。 

 
  水着撮影会中止要請に至った経緯と根拠について、協会は以下のとおりとしている。 

令和５年４月下旬に、しらこばと公園において、子供連れの一般利用者から協会に対して「水着 

撮影会の様子が見えている。県営公園で行うのはふさわしくない」との意見をいただいた。 

また、５月下旬にも、協会に対してしらこばと公園で開催されたイベントにおいて「１８歳未満の

モデルを使用している」「成人女性が被写体であっても公園で行うにはふさわしくないイベントだ」

との意見をいただいていた。 

これらの意見等を受け、令和５年４月及び５月に開催された水着撮影会の状況を確認したところ、

しらこばと公園では令和５年度から主催者に禁止事項を例示した詳細な許可条件を示していたにも

かかわらず、禁止事項に該当する過激なポーズでの撮影行為が行われていたことが複数確認された

ことから、一部の団体については、許可条件に反した水着撮影会を開催していた事実が確認できた。 

また、令和５年４月及び５月に開催された水着撮影会において、１８歳未満の児童がモデルとし

て参加したことが伺えた。 

その他、違反行為が具体的に確認できなかった他の団体も含め、主催者側では撮影者やモデルの

禁止事項に反する行為をコントロールできないおそれが高いと判断したこと、１８歳未満の児童が

モデルとして水着撮影会に参加した場合、水着撮影が法令（児童ポルノ禁止法、埼玉県青少年健全育

成条例）に抵触するおそれのあることが懸念されたこと、さらに、協会として県営施設を預かってい

る点や、過去にも何度か苦情やご意見をいただいていた点、近年のジェンダーに係る社会的意識の

変化、また近隣他県の県営公園では同様のイベントを近年は実施しておらず、また民営においても

使用させていない施設が出ていること等を総合的に勘案して検討した結果、埼玉県都市公園条例第

９条第２項第２号の「公共の福祉を阻害するおそれがある」ものと判断し、令和５年６月８日、しら
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こばと公園と川越公園で令和５年６月中（１０日以降）に開催が予約されていたすべての水着撮影

会の中止を決定し、同日、各主催者にその旨を申し入れたもの。 
 
  この件について、同年 6月 11 日に、埼玉県（以下「県」という。）は、明確な許可条件
が定められていない施設において、他の施設の許可条件を当てはめ、予定されているイ
ベントを中止させること、更には今後全ての水着撮影会を行わないこととする判断は適
切ではないため、6団体のうち 4団体（許可条件違反のあった２団体を除く。）への中止
要請を撤回するよう協会を指導した。 

  協会では、県からの指導を重く受け止め、中止要請をした 6 団体のうち 4 団体（許可
条件違反のあった２団体を除く。）に対し、同年 6 月 12 日及び 13 日に中止要請の撤回
を行った。 

 
  県は、この指導に併せ、県営 3 水上公園の許可条件や、今後の水着撮影会の開催のあり
方等について、専門家を交えて検討するよう協会に依頼した。 

  これを受け協会は、各分野の専門家からなる「埼玉県営水上公園における水着撮影会の
在り方検討会」（以下「検討会」という。）を設けた。（別添資料１） 

 
（２）経緯 
  当検討会では、発足以来、以下の関係者からヒアリングを行うとともに、意見交換、検
討を重ねた結果、今後も一定条件の下で水着撮影会を受け入れていくことが適切である
と考え、令和 6 年度以降の許可条件等を定めるにあたり、協会に対し以下のとおり提言
するものである。 

  本提言の作成に当たり、以下の有識者にヒアリングで御協力をいただいた。改めてここ
に感謝を申し上げる。 

 
イベント主催団体関係者 
イベント出演関係者 
女性支援団体関係者 
青少年健全育成団体関係者 
憲法学者 
行政法学者 
刑法学者 
芸術（写真）関係者 
 

 なお、検討会については以下のとおり進めてきた。 
  〇実地視察 令和 5年 9月から 10月にかけ計 3回 
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     ・ 水上公園での水着撮影会を確認 
  第 1回 令和５年 10月２日 
     ・ 水着撮影会に係る現状と課題について 
     ・ 検討会の進め方について 
  第２回 令和５年 11 月８日 
     ・ ヒアリング 
        （青少年健全育成団体関係者、女性支援団体関係者、憲法学者、イベント

主催団体関係者） 
  第３回 令和５年 11 月 20 日 
     ・ ヒアリング 
        （行政法学者、イベント出演関係者、芸術（写真）関係者、刑法学者） 
  第４回 令和５年 12 月 21 日 
     ・ 論点整理・自由討議 
     ・ その他 
  第５回 令和６年１月 19 日 
     ・ 提言（素案）について 
  第６回 令和６年２月 16 日 
     ・ 提言について 
  第 7回 令和６年 2月 22 日 
     ・ 提言について 
 
 ※ 第 2 回検討会から第 4 回検討会までの間に、水着撮影会を主催した７事業者（第 2

回検討会で対面でヒアリングを行ったイベント主催団体関係者を除く）に対し、有識者
ヒアリングと同じ項目で意見照会を行った結果、7事業者全てから回答をいただき、こ
れらも参考に検討を進めた。 

※ 第 5 回検討会と第 6 回検討会との間に、提言（素案）に対する県民からの意見募集
を行った。（期間：令和 6年 1月 24 日～同年 2月 6 日） 
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２ 現状及び検討課題 

 
  協会は、令和５年 6 月 11 日にあった県の指導を受け、当面予定されていた同年９月、

10 月の水着撮影会について、事業者の準備の都合等も考慮し、しらこばと公園の許可条件
（※）を基に、３つの水上公園で統一した許可条件を暫定的に定め（以下「暫定基準」と
いう。）、これを満たした撮影会の開催を認めた。（別添資料２） 

   （※ しらこばと公園では、令和５年度から主催者に禁止事項を例示した、より詳細
な許可条件を示していた。） 

  暫定条件の下で実施した水着撮影会においては、協会職員の巡視をより丁寧に実施し
たこともあってか、特に混乱や違反も確認されておらず、暫定条件に対する事業者の受け
止めも概ね肯定的なものであった旨、協会から報告を受けている。 

 
  中止要請を行ってから 10 月４日までに、協会に寄せられた意見は全体で 186 件、うち
水着撮影会を推進する意見が約９割の 166 件、中止等にすべきとの意見は約 1 割の 20 件
という状況であった。 

  他方、今回の騒動のきっかけとなった公園利用者からの意見やヒアリング対象者の意
見の中には、そもそも県営公園で水着撮影会を開催すべきではないとの意見があることに
も配慮する必要がある。 

 
  県営公園における水着撮影会の開催については、地方自治法や都市公園法の趣旨に照
らし、正当な理由がない限り、利用を拒むことはできず、更に、不当な差別的扱いも禁じ
られており、申請があった場合にこれを拒否することは難しい。 

  そこで、当検討会では、暫定条件を基にしつつ、広く県民に受け入れられるよう、撮影
会開催に慎重な意見にも十分配慮した条件設定を行う方向で検討を進めた。 

 
 
  暫定基準を基にした主な検討課題を、以下のとおり抽出した。 
 
（１）禁止項目（水着、ポーズ）の在り方について 
  ア 暫定条件では、公序良俗に反するものの目安として、禁止する水着やポーズについ

て定めているが、この条件について表現の自由の観点からどのように考えるか。 
  イ 新条件を策定するにあたり、どの程度事業者の意見を聞くことが必要か。 
 
（２）モデル・撮影者の年齢制限の在り方について 
  ア 現在の水着撮影会では、18 歳未満の青少年がモデルとして出演することを規制し

ておらず、出演した場合、その出演実態によっては、いわゆる児童ポルノ禁止法、労



 

6 
 

働基準法、埼玉県青少年健全育成条例に抵触するおそれがある。この点につき、どの
ように考えるか。 

  イ 現在の水着撮影会では、18 歳未満の青少年が撮影者として参加することを規制し
ていない。この点につき、法令・条例等の観点等を含め、どのように考えるか。 

 
（３）許可条件順守状況の確認方法について 
   暫定条件では、まず、主催者が出演者に対し「過度な露出」や「過激なポーズ」にな

らないよう指導監督し、その上で協会職員が過度や過激と判断した場合、是正を指示、
従わない場合には許可取り消し・イベント中止ができることとなっている。 

  ア 主催者の自主的な監視について、どの程度まで求めるべきだと考えるか。 
  イ 許可証を発行した協会として、事業者による自主監視の確認をどのように行うべ

きだと考えるか。 
  ウ 協会職員が是正指導を行い、従わない場合にはイベント中止までできる権限を持

つことにつき、どのように考えるか。 
 
（４）予約制限（ペナルティ）について 
  許可条件違反等の場合、暫定条件では「次回以降の施設予約調整の際に制限を付ける場
合がある」となっていることについて、どのように考えるか。 

 
（５）その他 
  モデルにとって不本意な形で、撮影者が SNSに掲載することについての協会側の指導・
規制をどう考えるか。 
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３ 提言 

 
   県営水上公園における水着撮影会の利用中止や許可取消しをめぐっては、これまで
に協会に対し賛成、反対の両方の立場から、多くの声が寄せられ、注目を集めてきた。   
また、検討会として関係者からのヒアリングを行った中でも、肯定、否定の双方から、
その理由や在り方等に関し多様な意見をいただいた。 

   その一端を示せば、公の施設である県営公園では、正当な理由がない限り利用を拒む
ことはできないとの地方自治法や都市公園法の趣旨から開催すべきとの法律論や、水着
撮影会への差別や偏見だとのモデルや撮影者、主催者からの強い反発があった。 

   他方で、女性や児童を性の商品化しているとの意見や、水着撮影会を否定するもので
はないが県営公園で行うことには疑義があるとの意見もあった。 

   このような点等々を総合的に勘案し、バランスの取れた許可条件となるよう、暫定条
件を基にしつつ、3 つの県営水上公園に共通する新たな許可条件の骨子を、以下のとお
り示すこととする。 

 
 
（１）禁止項目（水着、ポーズ）の在り方について 
  ア 水着撮影会が遮蔽された空間で開催されていることを前提とすれば、水着、ポーズ

に関しても表現の自由は尊重されなければならないが、その一方で、公序良俗に反す
るような過激な水着やポーズを認めることには慎重であるべきである。 
特に、その水着やポーズにより仮に公然わいせつ罪の成立が懸念されるような場

合には、協会側もほう助罪に問われるおそれも出てくることもあり、少なくとも乳首
や性器が露出する可能性のある水着やポーズは不許可とすべきである。 

  イ 水上公園での水着撮影会における水着やポーズが過激か否かといった判断基準に
ついては、わかりやすさが求められ、また恣意的な運用が行われているのではない
かと主催者側に疑念を抱かれると信頼関係が損なわれてしまい制度自体の信頼が揺
らぐおそれがある。 
このため、図解や数値基準を設けるなど可能な限り客観的に判断できるよう、丁寧

な制度設計を行うとともに、これを事業者にわかりやすく説明することが必要であ
る。 

ウ 主催者側は、撮影者が出演者に対して禁止ポーズを求めないなど、撮影者のマナー
を定め周知徹底するようにすべきである。 

 
（２）モデル・撮影者の年齢制限の在り方について 
  ア 埼玉県青少年健全育成条例においては、客の性的好奇心をそそるおそれのあるも

ののうち専ら客に異性の姿態を見せる（撮影させる場合を含む）役務を提供する営業
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などを「有害役務営業」と規定し、青少年を客に接する業務に従事させることを禁じ
ている。 
水着撮影会におけるモデル撮影は同条例の青少年保護の趣旨を踏まえて、18 歳未

満の青少年の出演は禁止すべきである。 
  イ 撮影者についても、同条例の規定により「有害役務営業」に該当する場合には、青

少年を客とすることが禁じられているため、モデルと同様に 18 歳未満の参加は禁止
すべきである。 

  ウ モデル及び撮影者の年齢は、主催者が責任をもって確認すべきであり、協会は主催
者が年齢制限に抵触する者は参加させない旨の誓約を受けることが必要である。 

 
（３）許可条件順守状況の確認方法について 
  ア 主催者が許可条件の順守について自主的に監視することは、開催が認められる上

での大前提である。 
  イ 仮に水着やポーズが許可基準に違反し公然わいせつ罪の成立が懸念されるような

場合には、協会側もほう助罪に問われるおそれも出てくる。 
この点を勘案し、主催者側と並行して施設管理者である協会側としても事業者ご

とのばらつきが出ないよう、より厳格な監視を行う必要がある。 
  ウ 協会側の監視体制は、警備事業者等への委託を妨げるものではないが、条件違反か

どうかは協会職員が最終的に判断することが必要である。 
監視に係る費用については、委託の場合を含め事業に内在するものとして事業者

負担が基本と考えるが、過度な負担とならないよう、監視体制を可能な限り効率的効
果的にするよう協会としても配慮が求められる。 

エ 許可条件違反の疑いがある場合は、証拠保全、口頭指導、終了後の文書指導などの
行政手続きを段階的に履践し、それでも順守されない場合の最終手段として、聴聞手
続きを経たうえで許可取消しやイベント中止が行われる場合もあることを改めて注
意喚起するとともに、手続きの明文化などその意に沿った丁寧な制度設計を求めたい。 
オ 撮影会終了後に許可条件違反の疑いがある映像等が SNS に掲載されていると指摘
されることが考えられる。近年のデジタル技術の発達により当該映像等が加工されて
いる可能性も考えられることから、このような指摘があった場合には、主催者等に十
分確認の上、会場での措置に準じた段階的な対応をとることが求められる。 

 
（４）予約制限（ペナルティ）について 
   暫定条件では、過激な水着やポーズがあった場合に公園管理事務所長が是正を指導

し、それに従わない場合、許可を取り消してイベントを中止できる権限を明記している
ところである。しかしながら実際の運用を考えると、一見明白に公然わいせつ罪に該当
する水着やポーズを協会職員の制止を無視して着用し続け、主催者側もこれを黙認、放
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置し協会職員からの指導を無視して、収拾がつかないなどといった極めて例外的な重
大かつ悪質な場合を除き、即刻中止は困難と考える。 
協会側に指導権限があり、条件違反のあった事業者に対して何らかのペナルティを

制度上設けておくことは当然であるが、許可条件違反の疑いがある場合は、前項（３）
エに示した段階的な対応をとることともに、その手続きの明文化など丁寧な制度設計
を求めたい。 
また、制度設計に当たっては、比例原則を考慮の上、違反の程度や生じる影響に応じ

て明確な要件を示し、これに応じた段階的なペナルティを用意しておく必要がある。 
 
（５）遮蔽について 
  水着撮影会の実施に際し、一般の公園利用者などの外部からは撮影会場が見えないよ
うに遮蔽することは、水着撮影会の許可に懐疑的な意見もある中でこれを徹底しなけれ
ば県民の理解が損なわれてしまう、必須条件である。 
遮蔽が撮影会許可の根幹を成すことに鑑みれば、遮蔽方法は予め協会側で決めるとと

もに資機材を準備しておき、主催者の責任と負担でしっかり実施することを許可の条件
とするべきである。なお、遮蔽に係る費用は事業に内在するものとして事業者が負担すべ
きであるが、事務所が事業者に代わり遮蔽を行い、その費用を請求することも想定される。 

 
（６）出演者の肖像権 
  モデルなどの出演者にとって不本意な形で、撮影者が SNS 等に掲載してしまう事例が
あるとの指摘については、出演者と主催者、撮影者と主催者との法的関係として整理され
るべきで、施設利用を許可する協会が関わるべき問題ではない。 

  また、実情を見ると、SNS 等で広く拡散を希望する撮影会や出演者がいる一方で、ク
ローズでの開催を尊重する撮影会や出演者もあり、これを一律に論じることはできない。 
ただ、施設の利用を許可する側としては、施設利用に係る出演者、主催者、撮影者間の

混乱を予防するために、撮影した写真の SNS への掲載など出演者の肖像権保護に関する
ルールを主催者が予め定め、これをイベント参加者に対し周知することを確認するなど
の対応は可能であると考える。 
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４ 結語 

 
以上、新たな許可条件の骨子を示してきたが、これは水着撮影会の在り方について現時

点での賛成、反対の両方からのバランスを考慮した条件である。 
許可条件、特に水着やポーズについては今後も様々な流行が想定されるものであり、時

代や社会情勢の変化によりその見方についてもその時々で変わってくるものと考えられ
る。 
可能であれば、水着撮影会に係る事業者が相互に意思疎通を図り業界での自主ルール

や申し合わせを取り決め、これを順守することが事務所の許可条件になるという形が理
想的・最終的な姿とも考えられ、今回の検討、提言がその端緒になればと考えている。 
この提言を受けて協会が策定する新基準については、これらの点を看過することなく、

適宜見直しを行う仕組みを予め加えておき、適切かつ柔軟な対応を行うよう留意された
い。 

 



資料１ 

公益財団法人埼玉県公園緑地協会 埼玉県営水上公園における水着撮影会の 
在り方検討会設置要綱 
  
（目的） 
第１条 埼玉県営水上公園における水着撮影会の行為許可に当たり、表現の自
由や公共の福祉など多種多様な角度からの意見を総合的に勘案して、許可条
件等に関する提言を行うことにより、夏季プール期間以外の公園施設の有効
利用に資するため、公益財団法人埼玉県公園緑地協会 埼玉県営水上公園に
おける水着撮影会の在り方検討会 (以下「検討会」という。)を設置する。 

（所掌事務） 
第２条 検討会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を公益財団法人
埼玉県公園緑地協会（以下「協会」という。）理事長に提言する。 

（１）禁止項目（水着、ポーズ）の在り方 
（２）モデル・撮影者の年齢制限の在り方       
（３）順守状況の確認方法（費用負担を含む） 
（４）許可条件違反時等の対応 
（５）その他必要な事項 
（組織） 
第３条 検討会は、別表に掲げる委員で組織する。 
 ２ 委員の任期は、委嘱の日から令和６年３月３１日までとする。 
（座長及び座長代理） 
第４条 検討会に座長及び座長代理を置き、委員の互選によりこれを定める。 
２ 座長は、検討会の会議を主宰する。 
３ 座長代理は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代行す 
る。 

（会議） 
第５条 検討会は、必要に応じ、座長が招集し、その議長となる。 
 ２ 検討会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数の場合には、座長の決 

するところによる。 
 ３ この検討会は、原則として公開する。ただし、会議を公開することによ 

り、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合など 
に該当する際は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは座長の 
決するところにより、非公開とすることができる。この場合において、委
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員は、検討会での議論等について、口外してはならない。  
（意見等の聴取） 
第６条 座長は、第２条の所掌事務を遂行するため必要があると認めるとき 
は、委員以外の出席、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 

（庶務） 
第７条 検討会の庶務は、協会総務部総務課において処理する。 
（その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、 
座長が別に定める。 

 
附 則 

この要綱は、令和５年９月１５日から施行する。 
 
別表                           ※ 敬称略 
 区 分 所属名等 氏 名 
１ 学識経験者                     
２ 経 営 者   
３ 法 律 家   
４ 事業関係者   
５ 行政経験者   
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埼玉県営水上公園 水着撮影会開催許可条件 

                                                   

令和５年７月１９日 

公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

しらこばと公園管理事務所 

川越公園管理事務所 

加須はなさき公園管理事務所 

 

※この水着撮影会開催許可条件は、令和５年９月及び１０月に開催予定の水着撮影会に限定した

暫定的な許可条件であり、令和６年度以降の許可条件は別途定めることに留意してください。 

 

●許可について 

・「公園内行為許可証」の発行をもって施設のご利用が確定したことになります。「公園内行為許

可証」の発行までは、いかなる状況でも利用を許可したことにはなりませんのでご注意くださ

い。なお、「公園内行為許可証」は、利用期間中、提示を求めることがありますので、施設利用

終了まで保管してください。 

●法令等の遵守について 

・刑法、都市公園法、埼玉県都市公園条例その他関係法令・条例に抵触する行為は禁止とします。 

・１８歳未満のモデルを出演させる場合は、児童ポルノ禁止法、労働基準法、埼玉県青少年健全

育成条例など法令・条例に抵触する行為は禁止とします。 

●モデルの服装等について  

・マイクロビキニに分類される水着及びそれと同等の露出となる水着は禁止とします。 

 ※別添参照 

・ニプレスやインナーショーツ、前貼りが見えるような水着、服装は禁止とします。 

 ※別添参照 

・下着（下着と思わせるものも含む）や貝殻の水着は禁止とします。 ※別添参照 

・主催者は、出演者に対し過度な露出にならないよう指導・監督してください。 

・そのほか公園管理事務所職員が過度な露出と判断した場合は、着替えを指示することができ、

従わない場合は許可を取り消してイベントを中止することができることとします。  

その際に発生する費用・損害について、公園側は一切責任を負いません。 

●ポーズについて  

・過激とみなされるポーズは禁止とします。（水着を外そうとする・ズラす、過度に足を広げる

など） ※別添参照 

・水着を着てないかのように写るポーズは禁止とします。 ※別添参照 
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・主催者は、出演者に対し過激なポーズにならないよう指導・監督してください。 

・公園管理事務所職員が過激なポーズと判断した場合は、主催者へポーズの是正を指示すること

ができ、従わない場合には許可を取り消してイベントを中止することができることとします。  

その際に発生する費用・損害について、公園側は一切責任を負いません。  

●撮影場所等について  

・撮影可能場所はプールサイドとします（許可時に図示した範囲とします）。  

・プール本体内に入ることは、公園側が許可しない限り禁止とします。  

（モデルも入ることはできません。水のない状態の時も同様。）  

・許可なく設備を使用したり、上に乗ったりする行為は禁止とします。 

・許可なく備品を使用することは禁止とします。  

・他の公園利用者に配慮するため、周辺の遮蔽に努めてください。 

●園内のルールについて  

・園内の一部トイレは閉鎖をしています。使用可能なトイレの周知を行ってください。  

・イベント参加者用バスを手配する場合は必ず事前に相談をしてください。  

・路上駐車等が発生しないよう十分周知をしてください。  

・イベント開催中は、各撮影エリアの状況を漏れなく確認できるよう、スタッフ等を配置し、ル

ールが遵守される体制を取ってください。 

・主催者の責任において園内ルールを参加者、関係者へ守らせること。違反者を発見した際には

主催者が注意・対応してください。  

●清掃、ゴミの分別について  

・イベント後には利用エリア及び周辺を確認してゴミを回収してください。(控室等含む)  

・イベントで移動させた備品等は元の位置へ戻してください。  

・施設、施設の備品等を破損損傷させた場合は、すみやかに管理事務所へ報告すること。  

・ゴミは原則持ち帰りとします。ゴミ処分は有料で引受可能ですが、正しく分別できていないゴ

ミ、危険物や粗大ごみ等こちらで処分できないものは引き受けできません。 

●利用時間及び利用場所の遵守  

・利用時間は申請書に記載した時間内とします。利用時間は準備撤収作業の時間も含めて申請し

てください。超過した場合は追加費用が発生します。  

・準備撤収等で早朝・夜間の利用を希望される場合は、事前に相談をしてください。  

・利用許可範囲以外は立入禁止とします。プールエリア内においても機械室等許可を受けていな

い建物、フェンス内等に入ることは禁止とします。  

・参加者、関係者の行動についても主催者が責任を持って管理してください。  

●持込機材の管理について  

・持込機材について、消費電力が大きくなる場合は事前にご相談ください。  
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・各部屋の電力容量目安は１部屋２０アンペアです。  

・持込機材は故障破損の無いものを使用し、機材の使用方法及び注意事項を守り使用、管理をし

てください。特にテーブルタップ等電気関係の機材は必ず容量範囲内で使用してください。タ

コ足配線は禁止とします。  

・連日利用する場合の機材留め置きについては、留め置きの場所、方法について公園管理事務所

職員に確認を取ってください。電力を使用するものは、全てコンセントから抜いてください。  

●前日準備・翌日撤収、荷物の郵送について  

・イベントの前日準備や翌日片付けの希望がある場合必ず事前に相談をしてください。  

日程によっては対応できない場合があります。準備撤収のみでも利用料金が発生します。  

・荷物の郵送は必ず事前に相談をしてください。日程、内容によって対応できない場合がありま

す。また、相談なく届いた荷物に関しては受け取り拒否をする場合があります。  

●別途行為許可が必要となること  

・キッチンカー出店や物品の販売、動画撮影（出演者個人アカウントでの SNS 配信用動画含む）、

ドローンの使用、広告の表示などには別途申請及び費用が発生します。  

●予約制限（ペナルティ）について  

・上記許可条件、ルールに違反した場合や正当な理由のないキャンセルをした場合は、次回以降

の施設予約調整の際に制限を付ける場合があります。  

●事前打ち合わせについて  

・円滑かつ安全なイベントの開催ができるよう、当公園管理事務所とイベント主催者は入念な事

前の打ち合わせを行うこととします。   

 

※ 利用当日は、許可条件の遵守状況確認のため、公園管理事務所職員が随時見回りを行い

ます。 

この水着撮影会開催許可条件について、内容を確認し、遵守することを誓約します。 

 

令和  年  月  日 

申請者：           責任者：          

 

 ※控え（コピー）をとった上で、原本を提出すること。 



NGポーズ例

NG水着例

撮影会開催許可条件
別添




